
令和７年度下期 自動車整備士講習生募集 
 

令和７年度下期（10月～3月）自動車整備士講習生の募集を下記の通り行います。 

資格を取得するには、学科試験／実技試験、両方に合格する必要があり、この技術講習（約半年間）

を修了すると、その科目の実技試験が２年間免除されます。 

受講を希望される方は、期限内にお申込み下さい。 

 

募集要項 

1. 講習科目 

※講習期間中に（修了日の前日まで）必要な実務経験年数を満たす方は受講できます。 

※機械科卒など実務経験を短縮して受講される方は「４．受講条件」をご確認ください。 

※休講等（悪天候など）が発生した場合、講習修了がずれ込む場合があります。 

※１０名に満たないコースは開講を中止する場合があります。 

※科目、会場、コースの間違いにご注意ください。 

※講習は全て日本語で行います。（外国語の教科書等はありません。） 

 

２. 講習費用（基礎講習を修了しなければ 3級課程に進めません）  

 

 

 

 

 

 

 

※講習費用には教科書等の教材費を含みます。 

※講習費用は「現金」又は「振り込み」でお願いします。 

科目 必要な実務経験 講習期間（予定） 

２級ガソリン自動車            

（神戸会場：水曜コース：定員 50名） 

3級合格日から 3年

以上の実務経験が必

要。 

Ｒ7年 10月 8日～Ｒ8年 3月 4日 

３級シャシ自動車          

（神戸会場：日曜コース：定員 50名） 

1年以上の実務経験

が必要。 

Ｒ7年 10月 12日～Ｒ8年 3月 8日 

２級ガソリン自動車          

（姫路会場：日曜コース：定員 50名） 

3級合格日から 3年

以上の実務経験が必

要。 

Ｒ7年 10月 12日～Ｒ8年 3月 8日 

３級ガソリン自動車 

（姫路会場：火曜コース：定員 50名） 

1年以上の実務経験

が必要。 

Ｒ7年 10月 7日～Ｒ8年 3月 3日 

科目 
兵整振会員価格 会員以外価格 

（10％消費税込） （10％消費税込） 

基礎講習＋3級ガソリン 

基礎講習＋3級シャシ 
78,100円 112,200円 

2級ガソリン 
 

73,150円 105,050円 



３. 受付期間及び申込方法 

  令和７年７月２２日（火）ＡＭ１０:００～７月２５日（金）【期間外に受付は行いません】 

  〇兵整振会員事業場にお勤めの方 

   会員ホームページ「研修会予約システム」から予約してください。 

  〇兵整振会員以外の方 

   兵整振 教育・技術課までお電話ください。 TEL０７８－４４１－１６０４ 

 

申込時に必要なもの 

  ・受講申請書（ホームページからプリントアウトしたもの） 

  ・整備士手帳（お持ちの方のみ） 

  ・先に学科試験に合格されている方は学科試験合格証書（コピー可） 

  ・機械科、電気科等の卒業で実務経験短縮を適用する場合はその卒業証書等（コピー可） 

  ・講習費用 

 

４. 受講条件  満１５歳以上の方で下記の実務経験年数を満たす方 

※講習期間中に（修了日の前日まで）必要な実務経験年数を満たす方は受講できます。 

※自動車の整備に関する実務経験年数について検定規則（第 18条、第 19条、第 19条 

の 2関係）が改定される可能性があります。下表は令和 7年 6月時点の情報となります。 

改定の発表があった場合は、即時当会ホームページ等で告知いたします。 

 

【３級受講に必要な自動車整備に関する実務経験年数】 

卒業（修了）した学校等 必要な実務経験年数 （自動車整備作業の経験年数） 

一種養成施設の２級課程 

実務経験は不要 一種養成施設の３級課程 

認定大学の２級課程 

大学・短大・高等専門学校 

（機械、電気又は電子に関する学科） ６か月以上 

高等学校 （機械、電気又は電子に関する学科） 

上記以外 １年以上 

 

【２級受講に必要な自動車整備に関する実務経験年数】 

卒業（修了）した学校等 必要な実務経験年数 （自動車整備作業の経験年数） 

一種養成施設の２級課程 
実務経験は不要 

認定大学の２級課程 

大学・短大・高等専門学校 

（機械、電気又は電子に関する学科） 

３級合格後１年６か月以上、又は 

２級シャシ合格後６か月以上 

一種養成施設の３級課程 
３級合格後２年以上、又は２級シャシ合格後１年以上 

高等学校 （機械、電気又は電子に関する学科） 

上記以外 ３級合格後３年以上、又は２級シャシ合格後１年以上 

※オイル、タイヤ、灯火装置、ワイパ・ブレード等の交換作業のみの整備作業及びアルバイト等 

の勤務形態での作業経験は実務経験とは認められません。 



お問い合わせ先 

※兵整振 神戸事務所 教育・技術課 ☎（078）441-1604 

※兵整振 姫路事務所 教育・技術課 ☎（079）235-1117 


